
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号

有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条―

第
四
条
の
二
）

第
二
章
　
設
備
（
第
五
条―

第
十
三
条
の
三
）

第
三
章
　
換
気
装
置
の
性
能
等
（
第
十
四
条―

第
十
八
条
の
三
）

第
四
章
　
管
理
（
第
十
九
条―

第
二
十
七
条
）

第
五
章
　
測
定
（
第
二
十
八
条―

第
二
十
八
条
の
四
）

第
六
章
　
健
康
診
断
（
第
二
十
九
条―

第
三
十
一
条
）

第
七
章
　
保
護
具
（
第
三
十
二
条―

第
三
十
四
条
）

第
八
章
　
有
機
溶
剤
の
貯
蔵
及
び
空
容
器
の
処
理
（
第
三
十
五
条
・
第
三
十
六
条
）

第
九
章
　
有
機
溶
剤
作
業
主
任
者
技
能
講
習
（
第
三
十
七
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
定
義
等
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
有
機
溶
剤
　
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
六
の
二
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
を
い
う
。

二
　
有
機
溶
剤
等
　
有
機
溶
剤
又
は
有
機
溶
剤
含
有
物
（
有
機
溶
剤
と
有
機
溶
剤
以
外
の
物
と
の
混
合
物
で
、
有
機
溶
剤
を
当
該
混
合
物
の
重
量
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
も
の
を
い
う
。
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

い
う
。

三
　
第
一
種
有
機
溶
剤
等
　
有
機
溶
剤
等
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
物
を
い
う
。

イ
　
令
別
表
第
六
の
二
第
二
十
八
号
又
は
第
三
十
八
号
に
掲
げ
る
物

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
物
の
み
か
ら
成
る
混
合
物

ハ
　
イ
に
掲
げ
る
物
と
当
該
物
以
外
の
物
と
の
混
合
物
で
、
イ
に
掲
げ
る
物
を
当
該
混
合
物
の
重
量
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
も
の

四
　
第
二
種
有
機
溶
剤
等
　
有
機
溶
剤
等
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
物
を
い
う
。

イ
　
令
別
表
第
六
の
二
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
、
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
五
号
、
第
三
十
号
、
第
三
十
四
号
、
第
三
十
五
号
、
第
三
十
七
号
、
第
三
十
九
号
か
ら
第
四
十
二
号
ま
で
又
は

第
四
十
四
号
か
ら
第
四
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
物

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
物
の
み
か
ら
成
る
混
合
物

ハ
　
イ
に
掲
げ
る
物
と
当
該
物
以
外
の
物
と
の
混
合
物
で
、
イ
に
掲
げ
る
物
又
は
前
号
イ
に
掲
げ
る
物
を
当
該
混
合
物
の
重
量
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
も
の
（
前
号
ハ
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。
）

五
　
第
三
種
有
機
溶
剤
等
　
有
機
溶
剤
等
の
う
ち
第
一
種
有
機
溶
剤
等
及
び
第
二
種
有
機
溶
剤
等
以
外
の
物
を
い
う
。

六
　
有
機
溶
剤
業
務
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
い
う
。

イ
　
有
機
溶
剤
等
を
製
造
す
る
工
程
に
お
け
る
有
機
溶
剤
等
の
ろ
過
、
混
合
、

か
く
は
ん

攪
拌
、
加
熱
又
は
容
器
若
し
く
は
設
備
へ
の
注
入
の
業
務

ロ
　
染
料
、
医
薬
品
、
農
薬
、
化
学
繊
維
、
合
成
樹
脂
、
有
機
顔
料
、
油
脂
、
香
料
、
甘
味
料
、
火
薬
、
写
真
薬
品
、
ゴ
ム
若
し
く
は
可
塑
剤
又
は
こ
れ
ら
の
も
の
の
中
間
体
を
製
造
す
る
工
程
に
お
け
る
有
機
溶
剤
等
の
ろ
過
、

混
合
、

か
く
は
ん

攪
拌
又
は
加
熱
の
業
務

ハ
　
有
機
溶
剤
含
有
物
を
用
い
て
行
う
印
刷
の
業
務

ニ
　
有
機
溶
剤
含
有
物
を
用
い
て
行
う
文
字
の
書
込
み
又
は
描
画
の
業
務

ホ
　
有
機
溶
剤
等
を
用
い
て
行
う
つ
や
出
し
、
防
水
そ
の
他
物
の
面
の
加
工
の
業
務

ヘ
　
接
着
の
た
め
に
す
る
有
機
溶
剤
等
の
塗
布
の
業
務

ト
　
接
着
の
た
め
に
有
機
溶
剤
等
を
塗
布
さ
れ
た
物
の
接
着
の
業
務

チ
　
有
機
溶
剤
等
を
用
い
て
行
う
洗
浄
（
ヲ
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
洗
浄
の
業
務
を
除
く
。
）
又
は
払
し
よ
く
の
業
務

リ
　
有
機
溶
剤
含
有
物
を
用
い
て
行
う
塗
装
の
業
務
（
ヲ
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
塗
装
の
業
務
を
除
く
。
）

ヌ
　
有
機
溶
剤
等
が
付
着
し
て
い
る
物
の
乾
燥
の
業
務

ル
　
有
機
溶
剤
等
を
用
い
て
行
う
試
験
又
は
研
究
の
業
務

ヲ
　
有
機
溶
剤
等
を
入
れ
た
こ
と
の
あ
る
タ
ン
ク
（
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
部
に
お
け
る
業
務

２
　
令
第
六
条
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
所
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
船
舶
の
内
部
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二
　
車
両
の
内
部

三
　
タ
ン
ク
の
内
部

四
　
ピ
ツ
ト
の
内
部

五
　
坑
の
内
部

六
　
ず
い
道
の
内
部

七
　
暗
き
よ
又
は
マ
ン
ホ
ー
ル
の
内
部

八
　
箱

げ
た桁

の
内
部

九
　
ダ
ク
ト
の
内
部

十
　
水
管
の
内
部

十
一
　
屋
内
作
業
場
及
び
前
各
号
に
掲
げ
る
場
所
の
ほ
か
、
通
風
が
不
十
分
な
場
所

（
適
用
の
除
外
）

第
二
条
　
第
二
章
、
第
三
章
、
第
四
章
中
第
十
九
条
、
第
十
九
条
の
二
及
び
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
、
第
七
章
並
び
に
第
九
章
の
規
定
は
、
事
業
者
が
前
条
第
一
項
第
六
号
ハ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
業
務
に

労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
業
務
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
屋
内
作
業
場
等
（
屋
内
作
業
場
又
は
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
場
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
タ
ン
ク
等
の
内
部
（
地
下
室
の
内
部
そ
の
他
通
風
が
不
十
分
な
屋
内
作
業
場
、
船
倉
の
内
部
そ
の
他
通
風
が
不
十
分
な
船

舶
の
内
部
、
保
冷
貨
車
の
内
部
そ
の
他
通
風
が
不
十
分
な
車
両
の
内
部
又
は
前
条
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
場
所
に
お
い
て
当
該
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合

で
、
作
業
時
間
一
時
間
に
消
費
す
る
有
機
溶
剤
等
の
量
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
し
た
量
（
以
下
「
有
機
溶
剤
等
の
許
容
消
費
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
な

い
と
き
。

消
費
す
る
有
機
溶
剤
等
の
区
分

有
機
溶
剤
等
の
許
容
消
費
量

第
一
種
有
機
溶
剤
等

Ｗ＝

（
１
／
１
５
）×

Ａ

第
二
種
有
機
溶
剤
等

Ｗ＝

（
２
／
５
）×

Ａ

第
三
種
有
機
溶
剤
等

Ｗ＝

（
３
／
２
）×

Ａ

備
考
　
こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｗ
及
び
Ａ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
わ
す
も
の
と
す
る
。

Ｗ
　
有
機
溶
剤
等
の
許
容
消
費
量
（
単
位
　
グ
ラ
ム
）

Ａ
　
作
業
場
の
気
積
（
床
面
か
ら
四
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
高
さ
に
あ
る
空
間
を
除
く
。
単
位
　
立
方
メ
ー
ト
ル
）
。
た
だ
し
、
気
積
が
百
五
十
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
は
、
百
五
十
立
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

二
　
タ
ン
ク
等
の
内
部
に
お
い
て
当
該
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
で
、
一
日
に
消
費
す
る
有
機
溶
剤
等
の
量
が
有
機
溶
剤
等
の
許
容
消
費
量
を
超
え
な
い
と
き
。

２
　
前
項
第
一
号
の
作
業
時
間
一
時
間
に
消
費
す
る
有
機
溶
剤
等
の
量
及
び
同
項
第
二
号
の
一
日
に
消
費
す
る
有
機
溶
剤
等
の
量
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
業
務
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
第
六
号
ト
に
掲
げ
る
業
務
が
同
号
ヘ
に
掲
げ
る
業
務
に
引
き
続
い
て
同
一
の
作
業
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
と
き
、
又
は
同
号
ヌ
に
掲
げ
る
業
務
が
乾
燥
し
よ
う
と
す
る
物
に
有
機
溶
剤
等
を
付
着

さ
せ
る
業
務
に
引
き
続
い
て
同
一
の
作
業
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
同
号
ト
又
は
ヌ
に
掲
げ
る
業
務
に
お
い
て
消
費
す
る
有
機
溶
剤
等
の
量
は
、
除
外
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
前
条
第
一
項
第
六
号
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
、
チ
、
リ
又
は
ル
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
業
務
　
前
項
第
一
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
作
業
時
間
一
時
間
に
、
同
項
第
二
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
一
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
消
費
す
る
有
機
溶
剤
等

の
量
に
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
量

二
　
前
条
第
一
項
第
六
号
ト
又
は
ヌ
に
掲
げ
る
業
務
　
前
項
第
一
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
作
業
時
間
一
時
間
に
、
同
項
第
二
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
一
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
接
着
し
、
又
は
乾
燥
す
る
物
に
塗
布
さ
れ
、
又
は
付
着
し
て

い
る
有
機
溶
剤
等
の
量
に
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
量

第
三
条
　
こ
の
省
令
（
第
四
章
中
第
二
十
七
条
及
び
第
八
章
を
除
く
。
）
は
、
事
業
者
が
第
一
条
第
一
項
第
六
号
ハ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
、
当
該
業
務
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
事
業
者
は
、
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
（
以
下
「
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
」
と
い
う
。
）
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
屋
内
作
業
場
等
の
う
ち
タ
ン
ク
等
の
内
部
以
外
の
場
所
に
お
い
て
当
該
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
で
、
作
業
時
間
一
時
間
に
消
費
す
る
有
機
溶
剤
等
の
量
が
有
機
溶
剤
等
の
許
容
消
費
量
を
常
態
と
し
て
超
え
な
い
と

き
。

二
　
タ
ン
ク
等
の
内
部
に
お
い
て
当
該
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
で
、
一
日
に
消
費
す
る
有
機
溶
剤
等
の
量
が
有
機
溶
剤
等
の
許
容
消
費
量
を
常
に
超
え
な
い
と
き
。

２
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
一
号
の
作
業
時
間
一
時
間
に
消
費
す
る
有
機
溶
剤
等
の
量
及
び
同
項
第
二
号
の
一
日
に
消
費
す
る
有
機
溶
剤
等
の
量
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
認
定
の
申
請
手
続
等
）

第
四
条
　
前
条
第
一
項
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
一
部
適
用
除
外
認
定
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
作
業
場
の
見
取
図
を
添
え
て
、
所
轄
労
働

基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
認
定
を
し
、
又
は
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
そ
の
旨
を
当
該
事
業
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
認
定
を
受
け
た
事
業
者
は
、
当
該
認
定
に
係
る
業
務
が
前
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
認
定
を
受
け
た
業
務
が
前
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
、
及
び
前
項
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
認
定
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。
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（
化
学
物
質
の
管
理
が
一
定
の
水
準
に
あ
る
場
合
の
適
用
除
外
）

第
四
条
の
二
　
こ
の
省
令
（
第
六
章
及
び
第
七
章
の
規
定
（
第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
三
条
の
保
護
具
に
係
る
規
定
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
は
、
事
業
場
が
次
の
各
号
（
令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
六
号
の
業
務
に
労
働
者
が
常
時
従
事

し
て
い
な
い
事
業
場
に
つ
い
て
は
、
第
四
号
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
と
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
い
う
。
）
が
認
定
し
た
と
き
は
、
第
二

十
八
条
第
一
項
の
業
務
（
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
章
、
第
三
章
、
第
四
章
中
第
十
九
条
、
第
十
九
条
の
二
及
び
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
、
第
七
章
並
び
に
第
九
章
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
業
務
を
除
く

。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
事
業
場
に
お
け
る
化
学
物
質
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
第
五
号
に
お
い
て
「
化
学
物
質
管
理
専
門
家
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
場
に
専
属
の
者

が
配
置
さ
れ
、
当
該
者
が
当
該
事
業
場
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
管
理
し
て
い
る
こ
と
。

イ
　
有
機
溶
剤
に
係
る
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
第
三
十
四
条
の
二
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

ロ
　
イ
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
そ
の
他
当
該
事
業
場
に
お
け
る
有
機
溶
剤
に
よ
る
労
働
者
の
健
康
障
害
を
予
防
す
る
た
め
必
要
な
措
置
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
に
お
い
て
有
機
溶
剤
等
に
よ
る
労
働
者
が
死
亡
す
る
労
働
災
害
又
は
休
業
の
日
数
が
四
日
以
上
の
労
働
災
害
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
。

三
　
過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
の
作
業
場
所
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
が
全
て
第
一
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
こ
と
。

四
　
過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
の
労
働
者
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
五
項
の
健
康
診
断
の
結
果
、
新
た
に
有
機
溶
剤
に
よ
る
異
常
所
見
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
者
が
発
見
さ
れ
な
か
つ
た
こ

と
。

五
　
過
去
三
年
間
に
一
回
以
上
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
四
条
の
二
の
八
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
化
学
物
質
管
理
専
門
家
（
当
該
事
業
場
に
属
さ
な
い
者
に
限
る
。
）
に
よ
る
評
価
を
受
け
、
当

該
評
価
の
結
果
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
有
機
溶
剤
に
よ
る
労
働
者
の
健
康
障
害
を
予
防
す
る
た
め
必
要
な
措
置
が
適
切
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

六
　
過
去
三
年
間
に
事
業
者
が
当
該
事
業
場
に
つ
い
て
労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
て
い
な
い
こ
と
。

２
　
前
項
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
場
の
事
業
者
は
、
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
適
用
除
外
認
定
申
請
書
（
様
式
第
一
号
の
二
）
に
よ
り
、
当
該
認
定
に
係
る
事
業
場
が
同

項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
該
当
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
認
定
を
し
、
又
は
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
当
該
申
請
書
を
提
出
し
た
事
業
者
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４
　
認
定
は
、
三
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
つ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

５
　
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
認
定
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

６
　
認
定
を
受
け
た
事
業
者
は
、
当
該
認
定
に
係
る
事
業
場
が
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
認
定
を
受
け
た
事
業
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
認
定
に
係
る
事
業
場
が
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
。

二
　
不
正
の
手
段
に
よ
り
認
定
又
は
そ
の
更
新
を
受
け
た
と
き
。

三
　
有
機
溶
剤
に
係
る
法
第
二
十
二
条
及
び
第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
の
措
置
が
適
切
に
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
。

８
　
前
三
項
の
場
合
に
お
け
る
第
一
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
の
作
業
場
所
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
が
全
て
第
一
管
理
区
分

に
区
分
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
過
去
三
年
間
の
当
該
事
業
場
の
作
業
場
所
に
係
る
作
業
環
境
が
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
第
一
管
理
区
分
に
相
当
す
る
水
準
に
あ
る
」
と
す
る
。

第
二
章
　
設
備

（
第
一
種
有
機
溶
剤
等
又
は
第
二
種
有
機
溶
剤
等
に
係
る
設
備
）

第
五
条
　
事
業
者
は
、
屋
内
作
業
場
等
に
お
い
て
、
第
一
種
有
機
溶
剤
等
又
は
第
二
種
有
機
溶
剤
等
に
係
る
有
機
溶
剤
業
務
（
第
一
条
第
一
項
第
六
号
ヲ
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
有
機
溶
剤
業
務
を
行
う
作
業
場
所
に
、
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
三
種
有
機
溶
剤
等
に
係
る
設
備
）

第
六
条
　
事
業
者
は
、
タ
ン
ク
等
の
内
部
に
お
い
て
、
第
三
種
有
機
溶
剤
等
に
係
る
有
機
溶
剤
業
務
（
第
一
条
第
一
項
第
六
号
ヲ
に
掲
げ
る
業
務
及
び
吹
付
け
に
よ
る
有
機
溶
剤
業
務
を
除
く
。
）
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当

該
有
機
溶
剤
業
務
を
行
う
作
業
場
所
に
、
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
又
は
全
体
換
気
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
タ
ン
ク
等
の
内
部
に
お
い
て
、
吹
付
け
に
よ
る
第
三
種
有
機
溶
剤
等
に
係
る
有
機
溶
剤
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
有
機
溶
剤
業
務
を
行
う
作
業
場
所
に
、
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す

る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
屋
内
作
業
場
の
周
壁
が
開
放
さ
れ
て
い
る
場
合
の
適
用
除
外
）

第
七
条
　
次
の
各
号
に
該
当
す
る
屋
内
作
業
場
に
お
い
て
、
事
業
者
が
有
機
溶
剤
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
第
五
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
周
壁
の
二
側
面
以
上
、
か
つ
、
周
壁
の
面
積
の
半
分
以
上
が
直
接
外
気
に
向
つ
て
開
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
当
該
屋
内
作
業
場
に
通
風
を
阻
害
す
る
壁
、
つ
い
立
そ
の
他
の
物
が
な
い
こ
と
。

（
臨
時
に
有
機
溶
剤
業
務
を
行
う
場
合
の
適
用
除
外
等
）

第
八
条
　
臨
時
に
有
機
溶
剤
業
務
を
行
う
事
業
者
が
屋
内
作
業
場
等
の
う
ち
タ
ン
ク
等
の
内
部
以
外
の
場
所
に
お
け
る
当
該
有
機
溶
剤
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
第
五
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２
　
臨
時
に
有
機
溶
剤
業
務
を
行
う
事
業
者
が
タ
ン
ク
等
の
内
部
に
お
け
る
当
該
有
機
溶
剤
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
全
体
換
気
装
置
を
設
け
た
と
き
は
、
第
五
条
又
は
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
及
び
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
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（
短
時
間
有
機
溶
剤
業
務
を
行
う
場
合
の
設
備
の
特
例
）

第
九
条
　
事
業
者
は
、
屋
内
作
業
場
等
の
う
ち
タ
ン
ク
等
の
内
部
以
外
の
場
所
に
お
い
て
有
機
溶
剤
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
場
所
に
お
け
る
有
機
溶
剤
業
務
に
要
す
る
時
間
が
短
時
間
で
あ
り
、
か
つ
、

全
体
換
気
装
置
を
設
け
た
と
き
は
、
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
及
び
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
事
業
者
は
、
タ
ン
ク
等
の
内
部
に
お
い
て
有
機
溶
剤
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
場
所
に
お
け
る
有
機
溶
剤
業
務
に
要
す
る
時
間
が
短
時
間
で
あ
り
、
か
つ
、
送
気
マ
ス
ク
を
備
え
た
と
き
（
当
該
場
所

に
お
け
る
有
機
溶
剤
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
場
所
に
お
け
る
有
機
溶
剤
業
務
に
要
す
る
時
間
が
短
時
間
で
あ
り
、
送
気
マ
ス
ク
を
備
え
、
か
つ
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
送
気
マ
ス
ク
を

備
え
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
と
き
）
は
、
第
五
条
又
は
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
及
び
全
体
換
気
装
置
を
設
け
な

い
こ
と
が
で
き
る
。

（
局
所
排
気
装
置
等
の
設
置
が
困
難
な
場
合
に
お
け
る
設
備
の
特
例
）

第
十
条
　
事
業
者
は
、
屋
内
作
業
場
等
の
壁
、
床
又
は
天
井
に
つ
い
て
行
う
有
機
溶
剤
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
面
が
広
い
た
め
第
五
条
又
は
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
設
備
の

設
置
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
全
体
換
気
装
置
を
設
け
た
と
き
は
、
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
及
び
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
他
の
屋
内
作
業
場
か
ら
隔
離
さ
れ
て
い
る
屋
内
作
業
場
に
お
け
る
設
備
の
特
例
）

第
十
一
条
　
事
業
者
は
、
反
応

そ
う槽

そ
の
他
の
有
機
溶
剤
業
務
を
行
う
た
め
の
設
備
が
常
置
さ
れ
て
お
り
、
他
の
屋
内
作
業
場
か
ら
隔
離
さ
れ
、
か
つ
、
労
働
者
が
常
時
立
ち
入
る
必
要
が
な
い
屋
内
作
業
場
に
お
い
て
当
該
設
備
に
よ
る

有
機
溶
剤
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
全
体
換
気
装
置
を
設
け
た
と
き
は
、
第
五
条
又
は
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
及
び
プ
ッ

シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
代
替
設
備
の
設
置
に
伴
う
設
備
の
特
例
）

第
十
二
条
　
事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
五
条
又
は
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
及
び

全
体
換
気
装
置
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
赤
外
線
乾
燥
炉
そ
の
他
温
熱
を
伴
う
設
備
を
使
用
す
る
有
機
溶
剤
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
設
備
か
ら
作
業
場
へ
有
機
溶
剤
の
蒸
気
が
拡
散
し
な
い
よ
う
に
、
発
散
す
る
有
機
溶
剤
の
蒸
気
を
温
熱

に
よ
り
生
ず
る
上
昇
気
流
を
利
用
し
て
作
業
場
外
に
排
出
す
る
排
気
管
等
を
設
け
た
と
き
。

二
　
有
機
溶
剤
等
が
入
つ
て
い
る
開
放

そ
う槽

に
つ
い
て
、
有
機
溶
剤
の
蒸
気
が
作
業
場
へ
拡
散
し
な
い
よ
う
、
有
機
溶
剤
等
の
表
面
を
水
等
で

お
お覆

い
、
又
は

そ
う槽

の
開
口
部
に
逆
流
凝
縮
機
等
を
設
け
た
と
き
。

（
労
働
基
準
監
督
署
長
の
許
可
に
係
る
設
備
の
特
例
）

第
十
三
条
　
事
業
者
は
、
屋
内
作
業
場
等
に
お
い
て
有
機
溶
剤
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
面
が
広
い
た
め
第
五
条
又
は
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
設
備
の
設
置
が
困
難
な
と
き
は
、

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
許
可
を
受
け
て
、
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
及
び
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、
局
所
排
気
装
置
等
特
例
許
可
申
請
書
（
様
式
第
二
号
）
に
作
業
場
の
見
取
図
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
許
可
を
し
、
又
は
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
当
該
事
業
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
十
三
条
の
二
　
事
業
者
は
、
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
条
第
一
項
の
発
散
防
止
抑
制
措
置
（
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
を
防
止
し
、
又
は
抑
制
す
る
設
備
又
は
装
置
を
設
置
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
許
可
を
受
け
る
た
め
に
同
項
に
規
定
す
る
有
機
溶
剤
の
濃
度
の
測
定
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
上
で
、
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
及
び
プ

ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
次
の
事
項
を
確
認
す
る
の
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
う
ち
か
ら
確
認
者
を
選
任
し
、
そ
の
者
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
の
事
項
を
確
認
さ
せ
る
こ
と
。

イ
　
当
該
発
散
防
止
抑
制
措
置
に
よ
り
有
機
溶
剤
の
蒸
気
が
作
業
場
へ
拡
散
し
な
い
こ
と
。

ロ
　
当
該
発
散
防
止
抑
制
措
置
が
有
機
溶
剤
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
し
、
又
は
労
働
者
の
健
康
障
害
を
当
該
措
置
に
よ
り
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
発
散
防
止
抑
制
装
置
に
係
る
有
機
溶
剤
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
送
気
マ
ス
ク
、
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

三
　
前
号
の
有
機
溶
剤
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
送
気
マ
ス
ク
、
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す

る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
に
送
気
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
た
と
き
は
、
当
該
労
働
者
が
有
害
な
空
気
を
吸
入
し
な
い
よ
う
に
措
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
の
三
　
事
業
者
は
、
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
発
散
防
止
抑
制
措
置
を
講
じ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
発
散
防
止
抑
制
措
置
に
係
る
作
業
場
の
有
機
溶
剤
の
濃
度
の
測
定
（
当
該
作
業
場
の
通
常
の
状
態
に
お
い
て
、

法
第
六
十
五
条
第
二
項
及
び
作
業
環
境
測
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）
第
三
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
八
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
結
果
を
第
二
十
八
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
評
価
し
た
結
果
、
第
一
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
と
き
は
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
許
可
を
受
け
て
、
当
該
発
散
防
止
抑
制
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す

る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
及
び
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、
発
散
防
止
抑
制
措
置
特
例
実
施
許
可
申
請
書
（
様
式
第
五
号
）
に
申
請
に
係
る
発
散
防
止
抑
制
措
置
に
関
す
る
次
の
書
類
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
場
の
見
取
図

二
　
当
該
発
散
防
止
抑
制
措
置
を
講
じ
た
場
合
の
当
該
作
業
場
の
有
機
溶
剤
の
濃
度
の
測
定
の
結
果
及
び
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
当
該
測
定
の
結
果
の
評
価
を
記
載
し
た
書
面

三
　
前
条
第
一
項
第
一
号
の
確
認
の
結
果
を
記
載
し
た
書
面

四
　
当
該
発
散
防
止
抑
制
措
置
の
内
容
及
び
当
該
措
置
が
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
の
防
止
又
は
抑
制
に
つ
い
て
有
効
で
あ
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面

五
　
そ
の
他
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の
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３
　
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
許
可
を
し
、
又
は
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
当
該
事
業
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
業
者
は
、
第
二
項
の
申
請
書
及
び
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
業
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い
て
の
第
二
十
八
条
第
二
項
の
測
定
の
結
果
の
評
価
が
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
第
一
管
理
区
分
で
な
か
つ
た
と
き
及
び
第
一
管
理
区
分
を
維
持
で
き
な

い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
、
文
書
で
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
す
る
こ
と
。

二
　
当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い
て
、
当
該
作
業
場
の
管
理
区
分
が
第
一
管
理
区
分
と
な
る
よ
う
、
施
設
、
設
備
、
作
業
工
程
又
は
作
業
方
法
の
点
検
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
施
設
又
は
設
備
の
設
置
又
は
整
備
、
作

業
工
程
又
は
作
業
方
法
の
改
善
そ
の
他
作
業
環
境
を
改
善
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
　
当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

四
　
事
業
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

６
　
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
業
者
は
、
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
効
果
を
確
認
す
る
た
め
、
当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い
て
当
該
有
機
溶
剤
の
濃
度
を
測
定
し
、
及
び
そ
の
結
果
の
評
価
を

行
い
、
並
び
に
当
該
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
、
直
ち
に
、
文
書
で
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
業
者
が
第
五
項
第
一
号
及
び
前
項
の
報
告
を
行
わ
な
か
つ
た
と
き
、
前
項
の
評
価
が
第
一
管
理
区
分
で
な
か
つ
た
と
き
並
び
に
第
一
項
の
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い

て
の
第
二
十
八
条
第
二
項
の
測
定
の
結
果
の
評
価
が
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
第
一
管
理
区
分
を
維
持
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
許
可
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

第
三
章
　
換
気
装
置
の
性
能
等

（
局
所
排
気
装
置
の
フ
ー
ド
等
）

第
十
四
条
　
事
業
者
は
、
局
所
排
気
装
置
（
第
二
章
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
局
所
排
気
装
置
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
及
び
第
十
九
条
の
二
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
フ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
ご
と
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
外
付
け
式
の
フ
ー
ド
は
、
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
に
で
き
る
だ
け
近
い
位
置
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
作
業
方
法
、
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
状
況
及
び
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
比
重
等
か
ら
み
て
、
当
該
有
機
溶
剤
の
蒸
気
を
吸
引
す
る
の
に
適
し
た
型
式
及
び
大
き
さ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
事
業
者
は
、
局
所
排
気
装
置
の
ダ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
長
さ
が
で
き
る
だ
け
短
く
、
ベ
ン
ド
の
数
が
で
き
る
だ
け
少
な
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
排
風
機
等
）

第
十
五
条
　
事
業
者
は
、
局
所
排
気
装
置
の
排
風
機
に
つ
い
て
は
、
当
該
局
所
排
気
装
置
に
空
気
清
浄
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
清
浄
後
の
空
気
が
通
る
位
置
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
吸
引
さ
れ
た
有
機
溶

剤
の
蒸
気
等
に
よ
る
爆
発
の
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
フ
ア
ン
の
腐
食
の
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
全
体
換
気
装
置
（
第
二
章
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
全
体
換
気
装
置
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
及
び
第
十
九
条
の
二
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
送
風
機
又
は
排
風
機
（
ダ
ク
ト
を
使
用
す
る
全
体
換
気
装
置
に
つ
い
て

は
、
当
該
ダ
ク
ト
の
開
口
部
）
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
に
近
い
位
置
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
排
気
口
）

第
十
五
条
の
二
　
事
業
者
は
、
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
（
第
二
章
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
、
第
十
九
条
の
二
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
、
全
体
換
気
装
置
又
は
第
十
二
条
第
一
号
の
排
気
管
等
の
排
気
口
を
直
接
外
気
に
向
か
つ
て
開
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
空
気
清
浄
装
置
を
設
け
て
い
な
い
局
所
排
気
装
置
若
し
く
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
（
屋
内
作
業
場
に
設
け
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
第
十
二
条
第
一
号
の
排
気
管
等
の
排
気
口
の
高
さ
を
屋
根
か
ら
一
・
五
メ
ー

ト
ル
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
排
気
口
か
ら
排
出
さ
れ
る
有
機
溶
剤
の
濃
度
が
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
濃
度
に
満
た
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
局
所
排
気
装
置
の
性
能
）

第
十
六
条
　
局
所
排
気
装
置
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
型
式
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
制
御
風
速
を
出
し
得
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

型
式

制
御
風
速
（
メ
ー
ト
ル
／
秒
）

囲
い
式
フ
ー
ド

〇
・
四

外
付
け
式
フ
ー
ド

側
方
吸
引
型

〇
・
五

下
方
吸
引
型

〇
・
五

上
方
吸
引
型

一
・
〇

備
考

一
　
こ
の
表
に
お
け
る
制
御
風
速
は
、
局
所
排
気
装
置
の
す
べ
て
の
フ
ー
ド
を
開
放
し
た
場
合
の
制
御
風
速
を
い
う
。

二
　
こ
の
表
に
お
け
る
制
御
風
速
は
、
フ
ー
ド
の
型
式
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
風
速
を
い
う
。

イ
　
囲
い
式
フ
ー
ド
に
あ
つ
て
は
、
フ
ー
ド
の
開
口
面
に
お
け
る

小
風
速

ロ
　
外
付
け
式
フ
ー
ド
に
あ
つ
て
は
、
当
該
フ
ー
ド
に
よ
り
有
機
溶
剤
の
蒸
気
を
吸
引
し
よ
う
と
す
る
範
囲
内
に
お
け
る
当
該
フ
ー
ド
の
開
口
面
か
ら

も
離
れ
た
作
業
位
置
の
風
速

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
局
所
排
気
装
置
は
、
そ
の
換
気
量
を
、
発
散
す
る
有
機
溶
剤
等
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第
十
七
条
に
規
定
す
る
全
体
換
気
装

置
の
換
気
量
に
等
し
く
な
る
ま
で
下
げ
た
場
合
の
制
御
風
速
を
出
し
得
る
能
力
を
有
す
れ
ば
足
り
る
。

一
　
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
局
所
排
気
装
置
を
設
け
た
場
合

5



二
　
第
八
条
第
二
項
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
一
条
の
規
定
に
該
当
し
、
全
体
換
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
及
び
局
所
排
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
さ
れ
る
場
合

で
、
局
所
排
気
装
置
を
設
け
た
と
き
。

（
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
の
性
能
等
）

第
十
六
条
の
二
　
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
構
造
及
び
性
能
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
全
体
換
気
装
置
の
性
能
）

第
十
七
条
　
全
体
換
気
装
置
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
し
た
一
分
間
当
り
の
換
気
量
（
区
分
の
異
な
る
有
機
溶
剤
等
を
同
時
に
消
費
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
区
分
ご
と
に
計
算
し
た
一
分
間
当
り
の
換
気
量
を
合
算
し
た
量
）
を
出
し
得
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

消
費
す
る
有
機
溶
剤
等
の
区
分

一
分
間
当
り
の
換
気
量

第
一
種
有
機
溶
剤
等

Ｑ＝

０
．
３
Ｗ

第
二
種
有
機
溶
剤
等

Ｑ＝

０
．
０
４
Ｗ

第
三
種
有
機
溶
剤
等

Ｑ＝

０
．
０
１
Ｗ

　
こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｑ
及
び
Ｗ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
わ
す
も
の
と
す
る
。

Ｑ
　
一
分
間
当
り
の
換
気
量
（
単
位
　
立
方
メ
ー
ト
ル
）

Ｗ
　
作
業
時
間
一
時
間
に
消
費
す
る
有
機
溶
剤
等
の
量
（
単
位
　
グ
ラ
ム
）

２
　
前
項
の
作
業
時
間
一
時
間
に
消
費
す
る
有
機
溶
剤
等
の
量
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
一
条
第
一
項
第
六
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
業
務
　
作
業
時
間
一
時
間
に
蒸
発
す
る
有
機
溶
剤
の
量

二
　
第
一
条
第
一
項
第
六
号
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
、
チ
、
リ
又
は
ル
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
業
務
　
作
業
時
間
一
時
間
に
消
費
す
る
有
機
溶
剤
等
の
量
に
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
量

三
　
第
一
条
第
一
項
第
六
号
ト
又
は
ヌ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
業
務
　
作
業
時
間
一
時
間
に
接
着
し
、
又
は
乾
燥
す
る
物
に
、
そ
れ
ぞ
れ
塗
布
さ
れ
、
又
は
付
着
し
て
い
る
有
機
溶
剤
等
の
量
に
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
数
値

を
乗
じ
て
得
た
量

３
　
第
二
条
第
二
項
本
文
後
段
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
作
業
時
間
一
時
間
に
消
費
す
る
有
機
溶
剤
等
の
量
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
換
気
装
置
の
稼
働
）

第
十
八
条
　
事
業
者
は
、
局
所
排
気
装
置
を
設
け
た
と
き
は
、
労
働
者
が
有
機
溶
剤
業
務
に
従
事
す
る
間
、
当
該
局
所
排
気
装
置
を
第
十
六
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
型
式
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
制
御

風
速
以
上
の
制
御
風
速
で
稼
働
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
六
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
局
所
排
気
装
置
は
、
同
項
に
規
定
す
る
制
御
風
速
以
上
の
制
御
風
速
で
稼
働
さ
せ
れ
ば
足
り
る
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
局
所
排
気
装
置
を
設
け
た
場
合
で
あ
つ
て
、
有
機
溶
剤
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
が
当
該
有
機
溶
剤
業
務
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
当
該
有
機
溶
剤
業
務
に
従
事

す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
当
該
局
所
排
気
装
置
を
第
十
六
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
型
式
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
制
御
風
速
以
上
の
制
御
風
速
で
稼
働
さ
せ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
第
十
六
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
局
所
排
気
装
置
は
、
同
項
に
規
定
す
る
制
御
風
速
以
上
の
制
御
風
速
で
稼
働
さ
せ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
す
れ
ば
足
り
る
。

４
　
事
業
者
は
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
た
と
き
は
、
労
働
者
が
有
機
溶
剤
業
務
に
従
事
す
る
間
、
当
該
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
よ
う
に
稼
働
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
事
業
者
は
、
前
項
の
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
た
場
合
で
あ
つ
て
、
有
機
溶
剤
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
が
当
該
有
機
溶
剤
業
務
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
当
該
有
機
溶
剤
業

務
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
当
該
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
装
置
を
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
よ
う
に
稼
働
さ
せ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
事
業
者
は
、
全
体
換
気
装
置
を
設
け
た
と
き
は
、
労
働
者
が
有
機
溶
剤
業
務
に
従
事
す
る
間
、
当
該
全
体
換
気
装
置
を
前
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
一
分
間
当
た
り
の

換
気
量
以
上
の
換
気
量
で
稼
働
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
事
業
者
は
、
前
項
の
全
体
換
気
装
置
を
設
け
た
場
合
で
あ
つ
て
、
有
機
溶
剤
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
が
当
該
有
機
溶
剤
業
務
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
当
該
有
機
溶
剤
業
務
に
従
事
す

る
と
き
を
除
く
。
）
、
当
該
全
体
換
気
装
置
を
前
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
一
分
間
当
た
り
の
換
気
量
以
上
の
換
気
量
で
稼
働
さ
せ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

８
　
事
業
者
は
、
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
又
は
全
体
換
気
装
置
を
設
け
た
と
き
は
、
バ
ッ
フ
ル
を
設
け
て
換
気
を
妨
害
す
る
気
流
を
排
除
す
る
等
当
該
装
置
を
有
効
に
稼
働
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
局
所
排
気
装
置
の
稼
働
の
特
例
）

第
十
八
条
の
二
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
過
去
一
年
六
月
間
、
当
該
局
所
排
気
装
置
に
係
る
作
業
場
に
係
る
第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
法
第
六
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
並
び
に
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
当
該
測
定
の
結
果
の
評
価
が
行
わ
れ
、
当
該
評
価
の
結
果
、
当
該
一
年
六
月
間
、
第
一
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
が
継
続
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
次
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
る
た
め
に
、
同
項
に
規
定
す
る
有
機

溶
剤
の
濃
度
の
測
定
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
上
で
、
当
該
局
所
排
気
装
置
を
第
十
六
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
型
式
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
制
御
風
速
未
満
の
制
御
風
速
で
稼
働
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
次
の
事
項
を
確
認
す
る
の
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
う
ち
か
ら
確
認
者
を
選
任
し
、
そ
の
者
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
の
事
項
を
確
認
さ
せ
る
こ
と
。

イ
　
当
該
制
御
風
速
で
当
該
局
所
排
気
装
置
を
稼
働
さ
せ
た
場
合
に
、
制
御
風
速
が
安
定
し
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
制
御
風
速
で
当
該
局
所
排
気
装
置
を
稼
働
さ
せ
た
場
合
に
、
当
該
局
所
排
気
装
置
の
フ
ー
ド
に
よ
り
有
機
溶
剤
の
蒸
気
を
吸
引
し
よ
う
と
す
る
範
囲
内
に
お
け
る
当
該
フ
ー
ド
の
開
口
面
か
ら

も
離
れ
た
作
業
位
置
に

お
い
て
、
有
機
溶
剤
の
蒸
気
を
吸
引
で
き
る
こ
と
。

二
　
当
該
局
所
排
気
装
置
に
係
る
有
機
溶
剤
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
送
気
マ
ス
ク
、
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。
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三
　
前
号
の
有
機
溶
剤
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
送
気
マ
ス
ク
、
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す

る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

２
　
第
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
に
送
気
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
八
条
の
三
　
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
、
第
十
六
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
型
式
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
制
御
風
速
未
満
の
制
御
風
速
で
局
所
排
気
装
置
を

稼
働
さ
せ
た
場
合
で
あ
つ
て
も
、
当
該
局
所
排
気
装
置
に
係
る
作
業
場
の
有
機
溶
剤
の
濃
度
の
測
定
の
結
果
を
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
評
価
し
た
結
果
、
第
一
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
と
き
は
、
所
轄
労
働
基

準
監
督
署
長
の
許
可
を
受
け
て
、
当
該
局
所
排
気
装
置
を
当
該
制
御
風
速
（
以
下
「
特
例
制
御
風
速
」
と
い
う
。
）
で
稼
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、
局
所
排
気
装
置
特
例
稼
働
許
可
申
請
書
（
様
式
第
二
号
の
二
）
に
申
請
に
係
る
局
所
排
気
装
置
に
関
す
る
次
の
書
類
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
作
業
場
の
見
取
図

二
　
申
請
前
一
年
六
月
間
に
行
つ
た
当
該
作
業
場
に
係
る
第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
法
第
六
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果
及
び
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
測
定
の
結
果
の
評
価
を
記
載
し
た
書
面

三
　
特
例
制
御
風
速
で
当
該
局
所
排
気
装
置
を
稼
働
さ
せ
た
場
合
の
当
該
作
業
場
の
有
機
溶
剤
の
濃
度
の
測
定
の
結
果
及
び
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
当
該
測
定
の
結
果
の
評
価
を
記
載
し
た
書
面

四
　
法
第
八
十
八
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
届
出
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
届
出
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
（
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
届
出
を
行
つ
て
い
な
い

事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
）

五
　
申
請
前
二
年
間
に
行
つ
た
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
主
検
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
面

３
　
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
許
可
を
し
、
又
は
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
当
該
事
業
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
業
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い
て
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
及
び
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
測
定
の
結
果
の
評
価
を
行
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

文
書
で
、
第
二
十
八
条
第
三
項
各
号
の
事
項
及
び
第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
各
号
の
事
項
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
業
者
は
、
第
二
項
の
申
請
書
及
び
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
第
四
項
の
評
価
が
第
一
管
理
区
分
で
な
か
つ
た
と
き
及
び
第
一
項
の
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い
て
の
第
二
十
八
条
第
二
項
の
測
定
の
結
果
の
評
価
が
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
第
一
管
理
区
分

を
維
持
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
許
可
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

第
四
章
　
管
理

（
有
機
溶
剤
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
十
九
条
　
令
第
六
条
第
二
十
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、
有
機
溶
剤
業
務
（
第
一
条
第
一
項
第
六
号
ル
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
業
務
以
外
の
業
務
と
す
る
。

一
　
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
同
項
の
業
務

二
　
第
三
条
第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
同
項
の
業
務

２
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
二
十
二
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
有
機
溶
剤
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
有
機
溶
剤
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
有
機
溶
剤
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
十
九
条
の
二
　
事
業
者
は
、
有
機
溶
剤
作
業
主
任
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
有
機
溶
剤
に
よ
り
汚
染
さ
れ
、
又
は
こ
れ
を
吸
入
し
な
い
よ
う
に
、
作
業
の
方
法
を
決
定
し
、
労
働
者
を
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
又
は
全
体
換
気
装
置
を
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
点
検
す
る
こ
と
。

三
　
保
護
具
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

四
　
タ
ン
ク
の
内
部
に
お
い
て
有
機
溶
剤
業
務
に
労
働
者
が
従
事
す
る
と
き
は
、
第
二
十
六
条
各
号
（
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
七
号
を
除
く
。
）
に
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

（
局
所
排
気
装
置
の
定
期
自
主
検
査
）

第
二
十
条
　
令
第
十
五
条
第
一
項
第
九
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
局
所
排
気
装
置
（
有
機
溶
剤
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
第
五
条
又
は
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
局
所
排
気
装
置
と
す
る
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
局
所
排
気
装
置
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
年
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
同
項
の
装
置
の
当
該
使
用
し

な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
フ
ー
ド
、
ダ
ク
ト
及
び
フ
ァ
ン
の
摩
耗
、
腐
食
、
く
ぼ
み
そ
の
他
損
傷
の
有
無
及
び
そ
の
程
度

二
　
ダ
ク
ト
及
び
排
風
機
に
お
け
る
じ
ん
あ
い
の
た
い
積
状
態

三
　
排
風
機
の
注
油
状
態

四
　
ダ
ク
ト
の
接
続
部
に
お
け
る
緩
み
の
有
無

五
　
電
動
機
と
フ
ァ
ン
を
連
結
す
る
ベ
ル
ト
の
作
動
状
態

六
　
吸
気
及
び
排
気
の
能
力

七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
性
能
を
保
持
す
る
た
め
必
要
な
事
項

３
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
装
置
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
の
定
期
自
主
検
査
）

第
二
十
条
の
二
　
令
第
十
五
条
第
一
項
第
九
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
（
有
機
溶
剤
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
第
五
条
又
は
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
と
す

る
。

２
　
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
に
関
し
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
排
風
機
」
と
あ
る
の
は
「
送
風
機
及
び
排
風
機
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
吸

気
」
と
あ
る
の
は
「
送
気
、
吸
気
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
記
録
）

第
二
十
一
条
　
事
業
者
は
、
前
二
条
の
自
主
検
査
を
行
な
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
て
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
検
査
年
月
日

二
　
検
査
方
法

三
　
検
査
箇
所

四
　
検
査
の
結
果

五
　
検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

六
　
検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

（
点
検
）

第
二
十
二
条
　
事
業
者
は
、
第
二
十
条
第
一
項
の
局
所
排
気
装
置
を
は
じ
め
て
使
用
す
る
と
き
、
又
は
分
解
し
て
改
造
若
し
く
は
修
理
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ダ
ク
ト
及
び
排
風
機
に
お
け
る
じ
ん
あ
い
の
た
い
積
状
態

二
　
ダ
ク
ト
の
接
続
部
に
お
け
る
緩
み
の
有
無

三
　
吸
気
及
び
排
気
の
能
力

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
性
能
を
保
持
す
る
た
め
必
要
な
事
項

２
　
前
項
の
規
定
は
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
に
関
し
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
三
号
中
「
吸
気
」
と
あ
る
の
は
「
送
気
、
吸
気
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
補
修
）

第
二
十
三
条
　
事
業
者
は
、
第
二
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
第
二
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
自
主
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を
行
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
掲
示
）

第
二
十
四
条
　
事
業
者
は
、
屋
内
作
業
場
等
に
お
い
て
有
機
溶
剤
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
、
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
有
機
溶
剤
に
よ
り
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
疾
病
の
種
類
及
び
そ
の
症
状

二
　
有
機
溶
剤
等
の
取
扱
い
上
の
注
意
事
項

三
　
有
機
溶
剤
に
よ
る
中
毒
が
発
生
し
た
と
き
の
応
急
処
置

四
　
次
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
及
び
使
用
す
べ
き
呼
吸
用
保
護
具

イ
　
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
許
可
に
係
る
作
業
場
（
同
項
に
規
定
す
る
有
機
溶
剤
の
濃
度
の
測
定
を
行
う
と
き
に
限
る
。
）

ロ
　
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
許
可
に
係
る
作
業
場
で
あ
つ
て
、
第
二
十
八
条
第
二
項
の
測
定
の
結
果
の
評
価
が
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
第
一
管
理
区
分
で
な
か
つ
た
作
業
場
及
び
第
一
管
理
区
分
を
維
持
で
き
な
い
お
そ
れ

が
あ
る
作
業
場

ハ
　
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
許
可
に
係
る
作
業
場
（
同
項
に
規
定
す
る
有
機
溶
剤
の
濃
度
の
測
定
を
行
う
と
き
に
限
る
。
）

ニ
　
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所

ホ
　
第
二
十
八
条
の
三
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
ず
べ
き
場
所

ヘ
　
第
三
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
作
業
場

ト
　
第
三
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
作
業
場

（
有
機
溶
剤
等
の
区
分
の
表
示
）

第
二
十
五
条
　
事
業
者
は
、
屋
内
作
業
場
等
に
お
い
て
有
機
溶
剤
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
有
機
溶
剤
業
務
に
係
る
有
機
溶
剤
等
の
区
分
を
、
色
分
け
及
び
色
分
け
以
外
の
方
法
に
よ
り
、
見
や
す
い
場
所
に
表
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
色
分
け
に
よ
る
表
示
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
色
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
種
有
機
溶
剤
等
　
赤

二
　
第
二
種
有
機
溶
剤
等
　
黄

三
　
第
三
種
有
機
溶
剤
等
　
青

（
タ
ン
ク
内
作
業
）

第
二
十
六
条
　
事
業
者
は
、
タ
ン
ク
の
内
部
に
お
い
て
有
機
溶
剤
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
開
始
前
、
タ
ン
ク
の
マ
ン
ホ
ー
ル
そ
の
他
有
機
溶
剤
等
が
流
入
す
る
お
そ
れ
の
な
い
開
口
部
を
全
て
開
放
す
る
こ
と
。
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二
　
当
該
有
機
溶
剤
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
（
労
働
者
が
当
該
有
機
溶
剤
業
務
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
当
該
請
負
人
の
作
業
開
始
前
、
タ
ン
ク
の
マ
ン
ホ
ー
ル
そ
の
他
有
機
溶
剤
等
が
流
入
す
る
お

そ
れ
の
な
い
開
口
部
を
全
て
開
放
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
。

三
　
労
働
者
の
身
体
が
有
機
溶
剤
等
に
よ
り
著
し
く
汚
染
さ
れ
た
と
き
、
及
び
作
業
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
労
働
者
に
身
体
を
洗
浄
さ
せ
、
汚
染
を
除
去
さ
せ
る
こ
と
。

四
　
当
該
有
機
溶
剤
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
身
体
が
有
機
溶
剤
等
に
よ
り
著
し
く
汚
染
さ
れ
た
と
き
、
及
び
作
業
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
身
体
を
洗
浄
し
、
汚
染
を
除
去

す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

五
　
事
故
が
発
生
し
た
と
き
に
タ
ン
ク
の
内
部
の
労
働
者
を
直
ち
に
退
避
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
又
は
器
具
等
を
整
備
し
て
お
く
こ
と
。

六
　
有
機
溶
剤
等
を
入
れ
た
こ
と
の
あ
る
タ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、
作
業
開
始
前
に
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ
　
有
機
溶
剤
等
を
タ
ン
ク
か
ら
排
出
し
、
か
つ
、
タ
ン
ク
に
接
続
す
る
全
て
の
配
管
か
ら
有
機
溶
剤
等
が
タ
ン
ク
の
内
部
へ
流
入
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ロ
　
水
又
は
水
蒸
気
等
を
用
い
て
タ
ン
ク
の
内
壁
を
洗
浄
し
、
か
つ
、
洗
浄
に
用
い
た
水
又
は
水
蒸
気
等
を
タ
ン
ク
か
ら
排
出
す
る
こ
と
。

ハ
　
タ
ン
ク
の
容
積
の
三
倍
以
上
の
量
の
空
気
を
送
気
し
、
若
し
く
は
排
気
す
る
か
、
又
は
タ
ン
ク
に
水
を
満
た
し
た
後
、
そ
の
水
を
タ
ン
ク
か
ら
排
出
す
る
こ
と
。

七
　
当
該
有
機
溶
剤
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
（
労
働
者
が
当
該
有
機
溶
剤
業
務
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
有
機
溶
剤
等
を
入
れ
た
こ
と
の
あ
る
タ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、
当
該
請
負
人
の
作
業
開
始
前

に
、
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
。

（
事
故
の
場
合
の
退
避
等
）

第
二
十
七
条
　
事
業
者
は
、
タ
ン
ク
等
の
内
部
に
お
い
て
有
機
溶
剤
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
故
が
発
生
し
、
有
機
溶
剤
に
よ
る
中
毒
の
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、

直
ち
に
作
業
を
中
止
し
、
作
業
に
従
事
す
る
者
を
当
該
事
故
現
場
か
ら
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
有
機
溶
剤
業
務
を
行
う
場
所
を
換
気
す
る
た
め
に
設
置
し
た
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
又
は
全
体
換
気
装
置
の
機
能
が
故
障
等
に
よ
り
低
下
し
、
又
は
失
わ
れ
た
と
き
。

二
　
当
該
有
機
溶
剤
業
務
を
行
う
場
所
の
内
部
が
有
機
溶
剤
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
事
態
が
生
じ
た
と
き
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
事
故
が
発
生
し
、
作
業
を
中
止
し
た
と
き
は
、
当
該
事
故
現
場
の
有
機
溶
剤
等
に
よ
る
汚
染
が
除
去
さ
れ
る
ま
で
、
作
業
に
従
事
す
る
者
が
当
該
事
故
現
場
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見

や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
安
全
な
方
法
に
よ
つ
て
、
人
命
救
助
又
は
危
害
防
止
に
関
す
る
作
業
を
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
章
　
測
定

（
測
定
）

第
二
十
八
条
　
令
第
二
十
一
条
第
十
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、
令
別
表
第
六
の
二
第
一
号
か
ら
第
四
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
に
係
る
有
機
溶
剤
業
務
の
う
ち
、
第
三
条
第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
同
項
の
業
務

以
外
の
業
務
と
す
る
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
を
行
う
屋
内
作
業
場
に
つ
い
て
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
当
該
有
機
溶
剤
の
濃
度
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
測
定
を
行
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
つ
ど
次
の
事
項
を
記
録
し
て
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
測
定
日
時

二
　
測
定
方
法

三
　
測
定
箇
所

四
　
測
定
条
件

五
　
測
定
結
果

六
　
測
定
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

七
　
測
定
結
果
に
基
づ
い
て
当
該
有
機
溶
剤
に
よ
る
労
働
者
の
健
康
障
害
の
予
防
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
当
該
措
置
の
概
要

（
測
定
結
果
の
評
価
）

第
二
十
八
条
の
二
　
事
業
者
は
、
前
条
第
二
項
の
屋
内
作
業
場
に
つ
い
て
、
同
項
又
は
法
第
六
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
速
や
か
に
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
作
業
環
境
評
価
基
準
に
従

つ
て
、
作
業
環
境
の
管
理
の
状
態
に
応
じ
、
第
一
管
理
区
分
、
第
二
管
理
区
分
又
は
第
三
管
理
区
分
に
区
分
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
測
定
の
結
果
の
評
価
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
を
行
つ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
次
の
事
項
を
記
録
し
て
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
評
価
日
時

二
　
評
価
箇
所

三
　
評
価
結
果

四
　
評
価
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

第
二
十
八
条
の
三
　
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
、
施
設
、
設
備
、
作
業
工
程
又
は
作
業
方
法
の
点
検
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
施
設

又
は
設
備
の
設
置
又
は
整
備
、
作
業
工
程
又
は
作
業
方
法
の
改
善
そ
の
他
作
業
環
境
を
改
善
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
当
該
場
所
の
管
理
区
分
が
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
効
果
を
確
認
す
る
た
め
、
同
項
の
場
所
に
つ
い
て
当
該
有
機
溶
剤
の
濃
度
を
測
定
し
、
及
び
そ
の
結
果
の
評
価
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
ほ
か
、
健
康
診
断
の
実
施
そ
の
他
労
働
者
の
健
康
の
保
持
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
評
価
の
記
録
、
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
及
び
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
評
価
の
結
果
を
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
常
時
各
作
業
場
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
、
又
は
備
え
付
け
る
こ
と
。
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二
　
書
面
を
労
働
者
に
交
付
す
る
こ
と
。

三
　
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ

つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
、
か
つ
、
各
作
業
場
に
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認

で
き
る
機
器
を
設
置
す
る
こ
と
。

４
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
当
該
場
所
に
つ
い
て
は
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
八
条
の
三
の
二
　
事
業
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
こ
と
又
は
当
該
措
置
を
講
じ
た
後
同
条
第
二
項
の
評
価
を

行
つ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
、
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
な
つ
て
い
な
い
も
の
を
含
み
、
第
五
項
各
号
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
事
業
場
に
お

け
る
作
業
環
境
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
（
当
該
事
業
場
に
属
さ
な
い
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
作
業
環
境
管
理
専
門
家
」
と
い
う
。
）
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
場
所
に
つ
い
て
、
施
設
又
は
設
備
の
設
置
又
は
整
備
、
作
業
工
程
又
は
作
業
方
法
の
改
善
そ
の
他
作
業
環
境
を
改
善
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
こ
と
の

可
否

二
　
当
該
場
所
に
つ
い
て
、
前
号
に
お
い
て
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
に
お
け
る
作
業
環
境
を
改
善
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
内
容

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
、
同
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
作
業
環
境
管
理
専
門
家
が
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
判
断
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
、
当
該
場

所
に
つ
い
て
、
同
項
第
二
号
の
事
項
を
踏
ま
え
、
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
効
果
を
確
認
す
る
た
め
、
同
項
の
場
所
に
つ
い
て
当
該
有
機
溶
剤
の
濃
度
を
測
定
し
、
及
び
そ
の
結
果
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
合
又
は
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
作
業
環
境
管
理
専
門
家
が
当
該
場
所
を
第

一
管
理
区
分
若
し
く
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
こ
と
が
困
難
と
判
断
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
場
所
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
労
働
者
の
身
体
に
装
着
す
る
試
料
採
取
器
等
を
用
い
て
行
う
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
測
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定
等
」

と
い
う
。
）
に
よ
り
、
有
機
溶
剤
の
濃
度
を
測
定
し
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
（
当
該
場
所
に
お
い
て
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に

請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。
）
。
た
だ
し
、
前
項
の
規
定
に
よ

る
測
定
（
当
該
測
定
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合
（
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
作
業
環
境
管
理
専
門
家
が
当
該
場
所
を
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
こ
と
が
困
難
と
判
断
し
た
場
合
に
限
る
。
）
は
、
前
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
測
定
）
を
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定
等
に
よ
り
実
施
し
た
場
合
は
、
当
該
測
定
を
も
つ
て
、
こ
の
号
に
お
け
る
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定
等
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
　
前
号
の
呼
吸
用
保
護
具
（
面
体
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
呼
吸
用
保
護
具
が
適
切
に
装
着
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存

す
る
こ
と
。

三
　
保
護
具
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
う
ち
か
ら
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
を
選
任
し
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

イ
　
前
二
号
及
び
次
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
に
関
す
る
事
項
（
呼
吸
用
保
護
具
に
関
す
る
事
項
に
限
る
。
）
を
管
理
す
る
こ
と
。

ロ
　
有
機
溶
剤
作
業
主
任
者
の
職
務
（
呼
吸
用
保
護
具
に
関
す
る
事
項
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

ハ
　
第
一
号
及
び
次
項
第
二
号
の
呼
吸
用
保
護
具
を
常
時
有
効
か
つ
清
潔
に
保
持
す
る
こ
と
。

四
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
作
業
環
境
管
理
専
門
家
の
意
見
の
概
要
、
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
及
び
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
評
価
の
結
果
を
、
前
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働
者
に
周

知
さ
せ
る
こ
と
。

５
　
事
業
者
は
、
前
項
の
措
置
を
講
ず
べ
き
場
所
に
つ
い
て
、
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
評
価
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
測
定
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
　
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定
等
に
よ
り
有
機
溶
剤
の
濃
度
を
測
定
し
、
前
項
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ

と
。

二
　
前
号
の
呼
吸
用
保
護
具
（
面
体
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
当
該
呼
吸
用
保
護
具
が
適
切
に
装
着
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
項
第
二
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
確
認

し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

三
　
当
該
場
所
に
お
い
て
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
第
一
号
の
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

６
　
事
業
者
は
、
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
（
同
号
た
だ
し
書
の
測
定
を
含
む
。
）
又
は
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
測
定
日
時

二
　
測
定
方
法

三
　
測
定
箇
所

四
　
測
定
条
件

五
　
測
定
結
果

六
　
測
定
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

七
　
測
定
結
果
に
応
じ
た
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
た
と
き
は
、
当
該
呼
吸
用
保
護
具
の
概
要

７
　
事
業
者
は
、
第
四
項
の
措
置
を
講
ず
べ
き
場
所
に
係
る
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
評
価
日
時
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二
　
評
価
箇
所

三
　
評
価
結
果

四
　
評
価
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

第
二
十
八
条
の
三
の
三
　
事
業
者
は
、
前
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
第
三
管
理
区
分
措
置
状
況
届
（
様
式
第
二
号
の
三
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
八
条
の
四
　
事
業
者
は
、
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
第
二
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
は
、
施
設
、
設
備
、
作
業
工
程
又
は
作
業
方
法
の
点
検
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
施

設
又
は
設
備
の
設
置
又
は
整
備
、
作
業
工
程
又
は
作
業
方
法
の
改
善
そ
の
他
作
業
環
境
を
改
善
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
者
は
、
同
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
記
録
及
び
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
を
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働
者
に

周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
常
時
各
作
業
場
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
、
又
は
備
え
付
け
る
こ
と
。

二
　
書
面
を
労
働
者
に
交
付
す
る
こ
と
。

三
　
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
、
か
つ
、
各
作
業
場
に
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る
機
器
を
設
置
す
る
こ

と
。第

六
章
　
健
康
診
断

（
健
康
診
断
）

第
二
十
九
条
　
令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、
屋
内
作
業
場
等
（
第
三
種
有
機
溶
剤
等
に
あ
つ
て
は
、
タ
ン
ク
等
の
内
部
に
限
る
。
）
に
お
け
る
有
機
溶
剤
業
務
の
う
ち
、
第
三
条
第
一
項
の
場
合

に
お
け
る
同
項
の
業
務
以
外
の
業
務
と
す
る
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
に
常
時
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
雇
入
れ
の
際
、
当
該
業
務
へ
の
配
置
替
え
の
際
及
び
そ
の
後
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
業
務
の
経
歴
の
調
査

二
　
作
業
条
件
の
簡
易
な
調
査

三
　
有
機
溶
剤
に
よ
る
健
康
障
害
の
既
往
歴
並
び
に
自
覚
症
状
及
び
他
覚
症
状
の
既
往
歴
の
有
無
の
検
査
、
別
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
項
目
（
尿
中
の
有
機
溶
剤
の
代
謝
物
の
量
の
検
査
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
の
既
往
の
検
査
結
果
の
調

査
並
び
に
別
表
の
下
欄
（
尿
中
の
有
機
溶
剤
の
代
謝
物
の
量
の
検
査
を
除
く
。
）
及
び
第
五
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
の
既
往
の
異
常
所
見
の
有
無
の
調
査

四
　
有
機
溶
剤
に
よ
る
自
覚
症
状
又
は
他
覚
症
状
と
通
常
認
め
ら
れ
る
症
状
の
有
無
の
検
査

３
　
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
業
務
で
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
等
に
係
る
も
の
に
常
時
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
雇
入
れ
の
際
、
当
該
業
務
へ
の
配
置
替
え
の
際
及
び
そ
の
後
六
月
以
内
ご

と
に
一
回
、
定
期
に
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
項
の
健
康
診
断
（
定
期
の
も
の
に
限
る
。
）
は
、
前
回
の
健
康
診
断
に
お
い
て
別
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
項
目
（
尿
中
の
有
機
溶
剤
の
代
謝
物
の
量
の
検
査
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
健
康
診
断
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
医
師
が
必

要
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
項
目
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
事
業
者
は
、
第
二
項
の
労
働
者
で
医
師
が
必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
項
目
の
ほ
か
、
次
の
項
目
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健

康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
条
件
の
調
査

二
　
貧
血
検
査

三
　
肝
機
能
検
査

四
　

じ
ん腎

機
能
検
査

五
　
神
経
学
的
検
査

６
　
第
一
項
の
業
務
が
行
わ
れ
る
場
所
に
つ
い
て
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
業
務
に
係
る
直
近
の
連
続
し
た
三
回
の
第
二
項
の
健
康
診
断

（
当
該
労
働
者
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
当
該
連
続
し
た
三
回
の
健
康
診
断
に
係
る
雇
入
れ
、
配
置
換
え
及
び
六
月
以
内
ご
と
の
期
間
に
関
し
て
第
三
項
の
健
康
診
断
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
連
続
し
た
三
回
の
健
康
診
断
に

係
る
雇
入
れ
、
配
置
換
え
及
び
六
月
以
内
ご
と
の
期
間
に
係
る
同
項
の
健
康
診
断
を
含
む
。
）
の
結
果
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
項
目
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
、
新
た
に
当
該
業
務
に
係
る
有
機
溶
剤
に
よ
る
異
常
所
見
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
及
び
第
三
項
の
健
康
診
断
（
定
期
の
も
の
に
限
る
。
）
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
行
え
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
同

項
の
健
康
診
断
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
連
続
し
た
三
回
の
同
項
の
健
康
診
断
を
受
け
て
い
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
当
該
業
務
を
行
う
場
所
に
つ
い
て
、
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
直
近
の
評
価
を
含
め
て
連
続
し
て
三
回
、
第
一
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
（
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
場
所
に

つ
い
て
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
は
、
過
去
一
年
六
月
の
間
、
当
該
場
所
の
作
業
環
境
が
同
項
の
第
一
管
理
区
分
に
相
当
す
る
水
準
に
あ
る
）
こ
と
。

二
　
当
該
業
務
に
つ
い
て
、
直
近
の
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
健
康
診
断
の
実
施
後
に
作
業
方
法
を
変
更
（
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
し
て
い
な
い
こ
と
。

（
健
康
診
断
の
結
果
）

第
三
十
条
　
事
業
者
は
、
前
条
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
五
項
の
健
康
診
断
（
法
第
六
十
六
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
け
る
当
該
労
働
者
が
受
け
た
健
康
診
断
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
「
有
機
溶
剤
等
健
康
診
断
」
と
い
う
。
）

の
結
果
に
基
づ
き
、
有
機
溶
剤
等
健
康
診
断
個
人
票
（
様
式
第
三
号
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
健
康
診
断
の
結
果
に
つ
い
て
の
医
師
か
ら
の
意
見
聴
取
）

第
三
十
条
の
二
　
有
機
溶
剤
等
健
康
診
断
の
結
果
に
基
づ
く
法
第
六
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
医
師
か
ら
の
意
見
聴
取
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
有
機
溶
剤
等
健
康
診
断
が
行
わ
れ
た
日
（
法
第
六
十
六
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
労
働
者
が
健
康
診
断
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
を
事
業
者
に
提
出
し
た
日
）
か
ら
三
月
以
内
に
行
う
こ
と
。

二
　
聴
取
し
た
医
師
の
意
見
を
有
機
溶
剤
等
健
康
診
断
個
人
票
に
記
載
す
る
こ
と
。

２
　
事
業
者
は
、
医
師
か
ら
、
前
項
の
意
見
聴
取
を
行
う
上
で
必
要
と
な
る
労
働
者
の
業
務
に
関
す
る
情
報
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
健
康
診
断
の
結
果
の
通
知
）

第
三
十
条
の
二
の
二
　
事
業
者
は
、
第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
五
項
の
健
康
診
断
を
受
け
た
労
働
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
当
該
健
康
診
断
の
結
果
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
健
康
診
断
結
果
報
告
）

第
三
十
条
の
三
　
事
業
者
は
、
健
康
診
断
（
第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
五
項
の
健
康
診
断
で
あ
つ
て
定
期
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た

行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
労
働
保
険
番
号

二
　
事
業
の
種
類
並
び
に
事
業
場
の
名
称
、
所
在
地
及
び
電
話
番
号

三
　
常
時
使
用
す
る
労
働
者
の
数

四
　
報
告
の
対
象
と
な
る
期
間
、
当
該
報
告
期
間
の
属
す
る
年
に
お
け
る
報
告
の
回
数
及
び
健
康
診
断
の
実
施
年
月
日

五
　
健
康
診
断
の
実
施
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地

六
　
有
機
溶
剤
業
務
の
内
容
及
び
当
該
有
機
溶
剤
業
務
に
常
時
従
事
す
る
労
働
者
の
数

七
　
健
康
診
断
を
受
け
た
労
働
者
の
数

八
　
第
二
十
九
条
第
二
項
第
四
号
（
有
機
溶
剤
に
よ
る
他
覚
症
状
と
通
常
認
め
ら
れ
る
症
状
の
有
無
の
検
査
に
限
る
。
）
、
第
五
項
各
号
又
は
別
表
の
下
欄
（
尿
中
の
有
機
溶
剤
の
代
謝
物
の
量
の
検
査
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
項
目
に
つ

い
て
健
康
診
断
を
受
け
た
労
働
者
の
当
該
項
目
ご
と
の
数
及
び
当
該
項
目
（
作
業
条
件
の
調
査
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
異
常
所
見
が
あ
る
と
診
断
さ
れ
た
労
働
者
の
当
該
項
目
ご
と
の
数

九
　
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
等
の
区
分
ご
と
に
当
該
区
分
に
応
じ
た
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
項
目
（
尿
中
の
有
機
溶
剤
の
代
謝
物
の
量
の
検
査
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
健
康
診
断
を
受
け
た
労
働
者
の
当
該
区
分
ご
と
の
数
及

び
尿
中
の
有
機
溶
剤
の
代
謝
物
の
量
の
分
布
ご
と
の
労
働
者
の
数

十
　
第
八
号
の
項
目
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
異
常
所
見
が
あ
る
と
診
断
さ
れ
た
労
働
者
の
数
（
他
覚
所
見
の
み
異
常
所
見
が
あ
る
と
診
断
さ
れ
た
労
働
者
の
数
を
除
く
。
）
及
び
前
二
号
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
指
示
の

あ
つ
た
労
働
者
の
数

十
一
　
産
業
医
を
選
任
し
て
い
る
場
合
は
当
該
産
業
医
の
氏
名
並
び
に
所
属
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地

十
二
　
報
告
年
月
日
及
び
事
業
者
の
職
氏
名

（
緊
急
診
断
）

第
三
十
条
の
四
　
事
業
者
は
、
労
働
者
が
有
機
溶
剤
に
よ
り
著
し
く
汚
染
さ
れ
、
又
は
こ
れ
を
多
量
に
吸
入
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
労
働
者
に
医
師
に
よ
る
診
察
又
は
処
置
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
有
機
溶
剤
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
有
機
溶
剤
に
よ
り
著
し
く
汚
染
さ
れ
、
又
は
こ
れ
を
多
量
に
吸
入
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
医
師
に
よ
る
診
察
又
は
処
置
を
受

け
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
健
康
診
断
の
特
例
）

第
三
十
一
条
　
事
業
者
は
、
第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
五
項
の
健
康
診
断
を
三
年
以
上
行
い
、
そ
の
間
、
当
該
健
康
診
断
の
結
果
、
新
た
に
有
機
溶
剤
に
よ
る
異
常
所
見
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
者
が
発
見
さ
れ
な
か

つ
た
と
き
は
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
許
可
を
受
け
て
、
そ
の
後
に
お
け
る
第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
五
項
の
健
康
診
断
、
第
三
十
条
の
有
機
溶
剤
等
健
康
診
断
個
人
票
の
作
成
及
び
保
存
並
び
に
第
三
十
条
の
二

の
医
師
か
ら
の
意
見
聴
取
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、
有
機
溶
剤
等
健
康
診
断
特
例
許
可
申
請
書
（
様
式
第
四
号
）
に
申
請
に
係
る
有
機
溶
剤
業
務
に
関
す
る
次
の
書
類
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
作
業
場
の
見
取
図

二
　
作
業
場
に
換
気
装
置
そ
の
他
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
を
防
止
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
設
備
等
を
示
す
図
面
及
び
そ
の
性
能
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
有
機
溶
剤
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
申
請
前
三
年
間
に
行
つ
た
第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
五
項
の
健
康
診
断
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面

３
　
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
許
可
を
し
、
又
は
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
当
該
事
業
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
業
者
は
、
第
二
項
の
申
請
書
及
び
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
場
合
及
び
事
業
場
を
臨
検
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
許
可
に
係
る
有
機
溶
剤
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
新
た
に
有
機
溶
剤
に
よ
る
異
常
所
見

を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
許
可
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

第
七
章
　
保
護
具

（
送
気
マ
ス
ク
の
使
用
）

第
三
十
二
条
　
事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
送
気
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
条
第
一
項
第
六
号
ヲ
に
掲
げ
る
業
務

二
　
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
及
び
全
体
換
気
装
置
を
設
け
な
い
で
行
う
タ
ン
ク
等
の
内
部
に
お
け
る
業
務

２
　
事
業
者
は
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
送
気
マ
ス
ク
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３
　
第
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
に
送
気
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
呼
吸
用
保
護
具
の
使
用
）

第
三
十
三
条
　
事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
送
気
マ
ス
ク
、
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ

ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
全
体
換
気
装
置
を
設
け
た
タ
ン
ク
等
の
内
部
に
お
け
る
業
務

二
　
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
及
び
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
い
で
行
う
タ
ン
ク
等
の
内
部
に
お
け
る
業
務

三
　
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
及
び
局
所
排
気
装
置
を
設
け
な
い
で
吹
付
け
に
よ
る
有
機
溶
剤
業
務
を
行
う
屋
内
作
業
場
等
の
う
ち
タ
ン
ク
等
の
内
部
以
外
の
場
所
に
お
け
る
業
務

四
　
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
及
び
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
い
で
行
う
屋
内
作
業
場
等
に
お
け
る
業
務

五
　
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
及
び
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
い
で
行
う
屋
内
作
業
場
に
お
け
る
業
務

六
　
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
、
荷
台
に
あ
お
り
の
あ
る
貨
物
自
動
車
等
当
該
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
の
ブ
ー
ス
内
の
気
流
を
乱
す
お
そ
れ
の
あ
る
形
状
を
有
す
る
物
に
つ
い
て
有
機
溶
剤
業
務
を
行
う
屋
内
作
業
場

等
に
お
け
る
業
務

七
　
屋
内
作
業
場
等
に
お
い
て
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
（
当
該
設
備
中
の
有
機
溶
剤
等
が
清
掃
等
に
よ
り
除
去
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
開
く
業
務

２
　
事
業
者
は
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
送
気
マ
ス
ク
、
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き

呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
に
送
気
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
保
護
具
の
数
等
）

第
三
十
三
条
の
二
　
事
業
者
は
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
、
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
保
護
具
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
就
業
す
る
労
働
者
の
人
数
と
同
数
以
上
を
備
え
、
常
時

有
効
か
つ
清
潔
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
労
働
者
の
使
用
義
務
）

第
三
十
四
条
　
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
業
務
並
び
に
第
三
十
二
条
第
一
項
各
号
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
間
、
そ

れ
ぞ
れ
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
、
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
十
三
条
第
一
項
の
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
章
　
有
機
溶
剤
の
貯
蔵
及
び
空
容
器
の
処
理

（
有
機
溶
剤
等
の
貯
蔵
）

第
三
十
五
条
　
事
業
者
は
、
有
機
溶
剤
等
を
屋
内
に
貯
蔵
す
る
と
き
は
、
有
機
溶
剤
等
が
こ
ぼ
れ
、
漏
え
い
し
、
し
み
出
し
、
又
は
発
散
す
る
お
そ
れ
の
な
い
蓋
又
は
栓
を
し
た
堅
固
な
容
器
を
用
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
貯
蔵
場
所
に
、

次
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
屋
内
で
作
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
貯
蔵
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
そ
の
貯
蔵
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
を
防
ぐ
設
備

二
　
有
機
溶
剤
の
蒸
気
を
屋
外
に
排
出
す
る
設
備

（
空
容
器
の
処
理
）

第
三
十
六
条
　
事
業
者
は
、
有
機
溶
剤
等
を
入
れ
て
あ
つ
た
空
容
器
で
有
機
溶
剤
の
蒸
気
が
発
散
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
容
器
を
密
閉
す
る
か
、
又
は
当
該
容
器
を
屋
外
の
一
定
の
場
所
に
集
積
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
章
　
有
機
溶
剤
作
業
主
任
者
技
能
講
習

第
三
十
七
条
　
有
機
溶
剤
作
業
主
任
者
技
能
講
習
は
、
学
科
講
習
に
よ
つ
て
行
う
。

２
　
学
科
講
習
は
、
有
機
溶
剤
に
係
る
次
の
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

一
　
健
康
障
害
及
び
そ
の
予
防
措
置
に
関
す
る
知
識

二
　
作
業
環
境
の
改
善
方
法
に
関
す
る
知
識

三
　
保
護
具
に
関
す
る
知
識

四
　
関
係
法
令

３
　
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
八
十
条
か
ら
第
八
十
二
条
の
二
ま
で
及
び
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
有
機
溶
剤
作
業
主
任
者
技
能
講
習
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
廃
止
）

第
二
条
　
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
九
月
三
〇
日
労
働
省
令
第
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
八
月
七
日
労
働
省
令
第
三
二
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
第
十
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
二
十
九
条
第
二
項
各
号
の
改
正
規
定
、
同
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
三
十
条
の
改
正
規
定
、

同
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
三
十
条
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
一
条
の
改
正
規
定
（
「
前
条
」
を
「
第
三
十
条
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
別
表
の
改
正
規
定
、
同
表
の
次
に
一
表
を
加
え
る
改
正
規

定
、
様
式
第
三
号
の
改
正
規
定
及
び
同
様
式
の
次
に
一
様
式
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
章
、
第
三
章
及
び
第
七
章
の
規
定
の
適
用
（
第
三
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五

十
四
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
の
間
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
は
、
新
規
則
第
一
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
五
十

三
年
政
令
第
二
百
二
十
六
号
）
に
よ
る
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
改
正
が
な
か
つ
た
も
の
と
し
て
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
（
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規

定
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
同
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
又
は
区
分
さ
れ
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
物
を
い
う
も
の
と
す
る
。

有
機
溶
剤
等

有
機
溶
剤
又
は
有
機
溶
剤
含
有
物

第
一
種
有
機
溶
剤
等

第
一
種
有
機
溶
剤
又
は
第
一
種
有
機
溶
剤
含
有
物

第
二
種
有
機
溶
剤
等

第
二
種
有
機
溶
剤
又
は
第
二
種
有
機
溶
剤
含
有
物

第
三
種
有
機
溶
剤
等

第
三
種
有
機
溶
剤
又
は
第
三
種
有
機
溶
剤
含
有
物

２
　
旧
規
則
第
十
九
条
及
び
第
二
十
六
条
（
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
五
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
新
規
則
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
者
が
有
機
溶
剤
作
業
主
任
者
を
選
任
し
て
い

る
期
間
を
除
く
。
）
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

３
　
新
規
則
第
二
条
又
は
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
新
規
則
第
二
章
、
第
三
章
及
び
第
七
章
の
規
定
の
適
用
除
外
に
係
る
有
機
溶
剤
等
の
許
容
消
費
量
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
四
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
一
〇
月
九
日
労
働
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
条
又
は
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
全
体
換
気
装
置
を
設
け
て
行
わ
れ
て
い
る
有
機
溶
剤
業
務
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
五

年
二
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
は
、
旧
規
則
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２
　
旧
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
が
行
つ
た
同
項
の
許
可
は
、
改
正
後
の
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
所
轄
労

働
基
準
監
督
署
長
が
行
つ
た
許
可
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
局
所
排
気
装
置
（
旧
規
則
第
二
章
の
規
定
に
よ
り
設
け
た
も
の
に
限
る
。
）
の
性
能
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
五
十
五
年
二
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
旧
規
則
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
一
月
三
一
日
労
働
省
令
第
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
二
月
二
七
日
労
働
省
令
第
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
三
月
一
八
日
労
働
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
九
月
一
日
労
働
省
令
第
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
第
二
十
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
改
正
前
の
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
第
二
十
八
条
第
二
項
の
屋
内
作
業
場
に
係
る
労
働
安
全
衛
生
法
第
六
十
五
条
第
一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
有
機

溶
剤
中
毒
予
防
規
則
第
二
十
八
条
の
二
か
ら
第
二
十
八
条
の
四
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
六
月
三
〇
日
労
働
省
令
第
二
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
つ
い
て
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
二
月
一
八
日
労
働
省
令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
労
働
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
計
画
の
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
以
下
「
旧
有
機
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
第
一
項
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
鉛
中
毒
予
防
規
則
（
以
下
「
旧
鉛
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
一
条
第
一
項
、
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
予
防
規
則
（
以
下
「
旧
四
ア
ル
キ
ル
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
一
項
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則
（
以
下
「
旧
特
化
則
」
と
い
う
。
）
第
五

十
二
条
第
一
項
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
（
以
下
「
旧
電
離
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
一
条
第
一
項
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
事
務
所
衛
生
基
準
規
則
（
以
下
「
旧
事
務
所
則
」
と
い
う
。
）
第

二
十
四
条
第
一
項
又
は
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
（
以
下
「
旧
粉
じ
ん
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

後
に
開
始
さ
れ
る
工
事
に
係
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
も
な
お
労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
届
出
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
旧
有
機
則
第
三
十
七
条
第
三
項
、
旧
鉛
則
第
六
十
一
条
第
三
項
、
旧
四
ア
ル
キ
ル
則
第
二
十
八
条
第
三
項
、
旧
特
化
則
第
五
十
二
条
第
三
項
、
旧
電
離
則
第
六
十
一
条
第
三
項
、
旧
事
務
所
則
第
二
十
五
条
又
は
旧
粉
じ
ん
則
第
二

十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
で
あ
っ
て
、
施
行
日
後
に
開
始
さ
れ
る
工
事
に
係
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
も
な
お
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
届
出
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
九
月
一
三
日
労
働
省
令
第
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
五
日
労
働
省
令
第
一
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
三
条
中
ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
目
次
及
び
第
二
百
四
十
六
条
か
ら
第
二
百
四
十
八
条
ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
第
四
条
中
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
目
次
及
び
第
十
八
条
の
改
正
規
定
、
同
令
第
十
八
条
の
次
に
二
条
を
加
え

る
改
正
規
定
、
同
令
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
二
条
第
二
項
、
第
三
十
三
条
第
二
項
、
第
三
十
三
条
の
二
及
び
第
三
十
四
条
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
様
式
第
二
号
の
次
に
様
式
を
加
え
る
改
正
規
定
　
平
成
九
年
十
月

一
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
労
働
省
令
第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
四
日
労
働
省
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
労
働
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
相
当
様
式
に

よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。

第
七
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
一
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
二
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
一
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
月
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
相
当
様
式

に
よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。

第
十
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
月
一
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
、
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
相
当
様
式

に
よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
四
月
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
八
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
旧
有
機
則
又
は
旧
特
化
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
報
告
書
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
一
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と

み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
省
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
報
告
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る

報
告
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
八
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
省
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
報
告
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
報
告

と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
四
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
五
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
条
、
第
四
条
、
第
六
条
、
第
八
条
、
第
十
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
　
令
和
五
年
四
月
一
日

二
　
第
三
条
、
第
五
条
、
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
一
条
、
第
十
三
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
　
令
和
六
年
四
月
一
日

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
（
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
（
第
四
条
及
び
第
八
条
に
限
る
。
）
。
以
下
同
じ
。
）
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
四
月
二
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
九
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
四
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
〇
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
一
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
様
式
第
八
号
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
二
条
第
二
項
、
第
四
条
第
二
項
、
第
七
条
第
二
項
、
第
十
三
条
第

二
項
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
二
条
の
二
十
一
、
第
百
条
（
様
式
第
二
十
三
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
六
号
か
ら
様
式
第
六
号
の
三
ま
で
並
び
に
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
有
機
溶
剤
中
毒
予
防

規
則
第
三
十
条
の
三
及
び
様
式
第
三
号
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
（
第
二
十
九
条
関
係
）

有
機
溶
剤
等

項
目
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（
一
）
一
　
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別
名
セ
ロ
ソ
ル
ブ
）

二
　
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
ア
セ
テ
ー
ト
（
別
名
セ
ロ
ソ
ル
ブ
ア
セ
テ
ー
ト
）

三
　
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ―

ノ
ル
マ
ル―

ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別
名
ブ
チ
ル
セ
ロ
ソ
ル
ブ
）

四
　
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別
名
メ
チ
ル
セ
ロ
ソ
ル
ブ
）

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
の
い
ず
れ
か
を
そ
の
重
量
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
物

血
色
素
量
及
び
赤
血
球
数
の
検
査

（
二
）
一
　
オ
ル
ト
ー
ジ
ク
ロ
ル
ベ
ン
ゼ
ン

二
　
ク
レ
ゾ
ー
ル

三
　
ク
ロ
ル
ベ
ン
ゼ
ン

四
　
一
・
二―
ジ
ク
ロ
ル
エ
チ
レ
ン
（
別
名
二
塩
化
ア
セ
チ
レ
ン
）

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
の
い
ず
れ
か
を
そ
の
重
量
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
物

血
清
グ
ル
タ
ミ
ッ
ク
オ
キ
サ
ロ
ア
セ
チ
ッ
ク
ト
ラ
ン
ス
ア
ミ
ナ
ー
ゼ
（
Ｇ
Ｏ
Ｔ
）
、
血
清
グ
ル
タ
ミ
ッ
ク
ピ
ル
ビ
ッ
ク
ト
ラ

ン
ス
ア
ミ
ナ
ー
ゼ
（
Ｇ
Ｐ
Ｔ
）
及
び
血
清
ガ
ン
マ―

グ
ル
タ
ミ
ル
ト
ラ
ン
ス
ペ
プ
チ
ダ
ー
ゼ
（γ

―

Ｇ
Ｔ
Ｐ
）
の
検
査
（
以

下
「
肝
機
能
検
査
」
と
い
う
。
）

（
三
）
一
　
キ
シ
レ
ン

二
　
前
号
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
を
そ
の
重
量
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
物

尿
中
の
メ
チ
ル
馬
尿
酸
の
量
の
検
査

（
四
）
一
　
Ｎ
・
Ｎ―

ジ
メ
チ
ル
ホ
ル
ム
ア
ミ
ド

二
　
前
号
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
を
そ
の
重
量
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
物

一
　
肝
機
能
検
査

二
　
尿
中
の
Ｎ―

メ
チ
ル
ホ
ル
ム
ア
ミ
ド
の
量
の
検
査

（
五
）
一
　
一
・
一
・
一―

ト
リ
ク
ロ
ル
エ
タ
ン

二
　
前
号
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
を
そ
の
重
量
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
物

尿
中
の
ト
リ
ク
ロ
ル
酢
酸
又
は
総
三
塩
化
物
の
量
の
検
査

（
六
）
一
　
ト
ル
エ
ン

二
　
前
号
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
を
そ
の
重
量
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
物

尿
中
の
馬
尿
酸
の
量
の
検
査

（
七
）
一
　
二
硫
化
炭
素

二
　
前
号
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
を
そ
の
重
量
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
物

眼
底
検
査

（
八
）
一
　
ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン

二
　
前
号
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
を
そ
の
重
量
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
物

尿
中
の
二
・
五―

ヘ
キ
サ
ン
ジ
オ
ン
の
量
の
検
査
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様
式
第
１
号
（
第
４
条
関
係
）

様式第1号(第4条関係) 

有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書 

事 業 の 種 類 事 業 場 の 名 称 事 業 場 の 所 在 地 

    

電話  (   ) 

労 働 者 数   

申請に係る有機溶剤

業務従事労働者数 
  

申請に係る有機溶剤

業務の概要 
  

申請に係る有機溶剤

業務において使用す

る有機溶剤等の種類

及び量 

種 類 消 費 量 

    

      年  月  日 

事業者職氏名         

   労働基準監督署長殿 

 備考 

  1 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。 

  2 「種類」の欄は、有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第3号から第5号までに掲げる有

機溶剤等の区分により記入すること。 

  3 「消費量」の欄は、有機溶剤中毒予防規則第3条第1項第1号に該当するときは、作

業時間1時間に消費する有機溶剤等の量を、同項第2号に該当するときは、一日に消費

する有機溶剤等の量を記入すること。 

  4 この申請書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。 
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様
式
第
１
号
の
２
（
第
４
条
の
２
関
係
）
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様
式
第
２
号
（
第
１
３
条
関
係
）

様式第2号(第13条関係) 

局所排気装置設置等特例許可申請書 

事 業 の 種 類 事 業 場 の 名 称 事 業 場 の 所 在 地 

    

電話   (   ) 

労 働 者 数   

申請に係る有機溶剤

業務従事労働者数 
  

申請に係る有機溶剤

業務の概要 
  

許可を受けようとす

る理由 
  

許可を受けようとす

る期間 
  年    月    日～   年    月    日 

参 考 事 項   

      年  月  日 

事業者職氏名         

   労働基準監督署長殿 

 備考 

  1 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。 

  2 「参考事項」の欄には、有機溶剤中毒予防規則第5条又は第6条第2項の規定による

設備に替えて講ずる措置の概要を記入すること。 
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様
式
第
２
号
の
２
（
第
１
８
条
の
３
関
係
）

様式第2号の2(第18条の3関係) 

局所排気装置特例稼動許可申請書 

事 業 の 種 類 事 業 場 の 名 称 事 業 場 の 所 在 地 

    

電話     (     ) 

労 働 者 数   

申請に係る局所排気装置が設けら

れている作業場の有機溶剤業務従

事労働者数 

  

申請に係る局所排気装置が設けら

れている作業場の有機溶剤業務の

概要 

  

申請に係る局所排気装置のフード

の型式及び制御風速 
  

申請に係る局所排気装置が設けら

れている作業場の過去 1年 6月

間の作業環境測定実施年月日及び

管理区分 

  

申請に係る局所排気装置のフード

の特例制御風速 
  

特例制御風速における作業環境測

定実施年月日及び管理区分 
  

第 18条の 2第 1項第 1号の確認

者の氏名及び略歴 
  

第 1 8条 の 2第 1項 第 1号 イ 及

び ロ の 確 認 結 果 
  

22



申請に係る局所排気装置が設けら

れている作業場の有機溶剤業務に

おいて使用する有機溶剤等の名称

及び量 

  

申請に係る局所排気装置が鉛中毒
予防規則、特定化学物質障害予防
規則、粉じん障害防止規則又は石
綿障害予防規則の規定により設け
られている場合にあつては当該規
則の名称 

鉛中毒予防規則  特定化学物質障害予防規則  粉じん障害防止規則  石綿障害予防規則 

     年  月  日 

事業者職氏名            

     労働基準監督署長殿 

 備考 

  1 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。 

  2 「申請に係る局所排気装置のフードの型式及び制御風速」、「申請に係る局所排気装置のフードの特例制御風速」、「第18条の2第1項第1

号イ及びロの確認結果」及び「申請に係る局所排気装置が設けられている作業場の有機溶剤業務において使用する有機溶剤等の名称及び

量」の欄は、局所排気装置に複数のフードが設けられているときは、当該フードごとに記入すること。 

  3 「申請に係る局所排気装置が設けられている作業場の過去1年6月間の作業環境測定実施年月日及び管理区分」及び「特例制御風速にお

ける作業環境測定実施年月日及び管理区分」の欄は、局所排気装置のフードが複数の作業場に設けられているときは、当該作業場ごとに

記入すること。 

  4 「第18条の2第1項第1号の確認者の氏名及び略歴」の欄中「略歴」にあつては、第18条の2第1項第1号イ及びロの事項を確認するのに必

要な能力に関する資格、職歴、勤務年数等を記入すること。 

  5 「申請に係る局所排気装置が鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則又は石綿障害予防規則の規定により設

けられている場合にあつては当該規則の名称」の欄は、該当するものに〇を付すこと。 

  6 この申請書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。 
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様
式
第
２
号
の
３
（
第
２
８
条
の
３
の
３
関
係
）
（
表
面
）
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様
式
第
２
号
の
３
（
第
２
８
条
の
３
の
３
関
係
）
（
裏
面
）
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様
式
第
３
号
（
第
３
０
条
関
係
）
（
表
面
）

じん 

様式第3号(第30条関係)(表面) 

有機溶剤等健康診断個人票 

氏 名   
生 年 月 日 年  月  日 雇入年月日 年  月  日 

性 別 男 ・ 女   

有 機 溶 剤 業 務 の 経 歴   

健 診 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

年 齢 歳 歳 歳 歳 歳 

1.雇入れ 2.配置替え 3.定期の別           

健 診 対 象 有 機 溶 剤 の 名 称           

有 機 溶 剤 業 務 名           

作業条件の簡易な調査の結果           

有 機 溶 剤 に よ る 既 往 歴           

自 覚 症 状           

他 覚 症 状           

代

謝

物

の

検

査 

(  )           

(  )           

(  )           

(  )           

(  )           

(  )           

貧 血

検 査 

血 色 素 量(g／ dl)           

赤 血 球 数(万／mm3)           

肝機能

検 査 

G O T ( I U ／ l )           

G P T ( I U ／ l )           

γ ― G T P ( I U ／ l )           

眼 底 検 査           

医師が必要と認める者に行う検査           

  

作 業 条 件 の 調 査 の 結 果           

貧 血 検 査           

肝 機 能 検 査           

腎 機 能 検 査           

神 経 学 的 検 査           

そ の 他 の 検 査           

医 師 の 診 断           

健康診断を実施した医師の氏名           

医 師 の 意 見           

意 見 を 述 べ た 医 師 の 氏 名           

備 考           
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様
式
第
３
号
（
第
３
０
条
関
係
）
（
裏
面
）

様式第3号(第30条関係)(裏面) 

 備考 

   1 「1．雇入れ 2．配置替え 3．定期の別」の欄は、該当番号を記入すること。 

   2 「健診対象有機溶剤の名称」の欄は、労働安全衛生法施行令別表第6の2の号数を

記入すること。 

   3 「有機溶剤業務名」の欄は、有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第6号に掲げる業務

の番号を記入すること。 

   4 「自覚症状」及び「他覚症状」の欄は、次の番号を記入すること。 

    1．頭重 2．頭痛 3．めまい 4．悪心 5．嘔吐 6．食欲不振 7．腹痛 8．

体重減少 9．心悸亢進 10．不眠 11．不安感 12．焦燥感 13．集中力の低

下 14．振戦 15．上気道又は眼の刺激症状 16．皮膚又は粘膜の異常 17．四

肢末端部の疼痛 18．知覚異常 19．握力減退 20．膝蓋腱・アキレス腱反射異

常 21．視力低下 22．その他 

   5 「代謝物の検査」の左欄は、有機溶剤中毒予防規則第29条第3項の検査を行つたと

きに、別表から対象有機溶剤の番号及び名称を記入するとともに、( )内には検査

内容の番号を記入すること。また、単位についても、別表によること。 

   6 代謝物の検査について、有機溶剤中毒予防規則第29条第4項の規定により、医師が

必要でないと認めて省略した場合には、「代謝物の検査」の欄に「＊」を記入するこ

と。この場合、必要により備考欄にその理由等を記入すること。 

   7「 医師の診断」の欄は、異常なし、要精密検査、要治療等の医師の診断を記入す

ること。 

   8 「医師の意見」の欄は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に

、就業上の措置について医師の意見を記入すること。 

 別表 

有 機 溶 剤 の 名 称 検 査 内 容 単 位 

11．キシレン 1．尿中のメチル馬尿酸 g／l 

30．N・N―ジメチルホルム
アミド 

1．尿中のN―メチルホルムアミド mg／l 

31．スチレン 1．尿中のマンデル酸 g／l 

33．テトラクロルエチレン 
1．尿中のトリクロル酢酸 mg／l 

2．尿中の総三塩化物 mg／l 

35．1・1・1―トリクロル
エタン 

1．尿中のトリクロル酢酸 mg／l 

2．尿中の総三塩化物 mg／l 

36．トリクロルエチレン 
1．尿中のトリクロル酢酸 mg／l 

2．尿中の総三塩化物 mg／l 

37．トルエン 1．尿中の馬尿酸 g／l 

39．ノルマルヘキサン 1．尿中の2・5―ヘキサンジオン mg／l 

 

おう 

き こう 

とう 

 

しつがいけん けん 
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様
式
第
４
号
（
第
３
１
条
関
係
）

様式第4号(第31条関係) 

有機溶剤等健康診断特例許可申請書 

事 業 の 種 類 事 業 場 の 名 称 事 業 場 の 所 在 地 

    

電話  (  ) 

労 働 者 数   

申請に係る有機溶剤業務従
事労働者数 

  

申請に係る有機溶剤業務の
概要 

  

許可を受けようとする理由   

申請に係る有機溶剤業務に
おいて使用する有機溶剤等
の種類及び量 

  

申請に係る有機溶剤業務の
作業方法及び作業時間 

  

      年  月  日 

事業者職氏名       

   労働基準監督署長殿 

 備考 

   1 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。 

   2 この申請書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。 
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様
式
第
５
号
（
第
１
３
条
の
３
関
係
）

様式第5号(第13条の3関係) 

発散防止抑制措置特例実施許可申請書 

事業の種類 事業場の名称 事業場の所在地 

    電話   (   )    

労 働 者 数 
  申請に係る発散防止抑制措置が

実施される作業場の有機溶剤業
務従事労働者数 

  

申請に係る発散防止抑
制措置が実施される作
業場の有機溶剤業務の
概要 

  

申請に係る発散防止抑
制措置が実施される作
業場において使用する
有機溶剤の種類及び量 

種類 消費量 

    

申請に係る発散防止抑
制措置を講じた場合の
当該作業場の有機溶剤
濃度の測定年月日及び
管理区分 

  

第13条の2第1項第1号
の確認者の氏名及び
略歴 

  

安全衛生管理体制の概

要 安全衛生委員会等での審議         有 ・ 無 
労働者の代表からの意見の聴取       有 ・ 無 

備 考 
  

     年  月  日 

事業者職氏名                 

          労働基準監督署長 殿 

〔備考〕 
1 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。 
2 「第13条の2第1項第1号の確認者の氏名及び略歴」の欄中「略歴」にあっては、第13条の2第1項第1号イ及び
ロの事項を確認するのに必要な能力に関する資格、職歴、勤務年数等を記入すること。 

3 申請に係る発散防止抑制措置が他の事業場により製造されたものである場合、「備考」の欄に当該事業場の
名称、連絡先等を記入すること。 

4 この申請書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。 
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